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学校給食センターの共同利用に
関する進捗状況について

資料５

富里市学校給食センター



⚫令和６年６月２４日の「学校給食事務の委託に関する協定」締結後、
両市町では「富里市・酒々井町学校給食センター共同利用検討会」
や担当者会議を通じて、共同利用に関する詳細協議を重ねてまいり
ました。

⚫令和６年１１月１９日に開催した「第１２回富里市・酒々井町学校
給食センター共同利用検討会」において、令和７年９月の共同利用
開始までに決めておかなければならない事項について、おおむね合
意に至りました。また、その後の担当者会議等において決定した事
項を含め、主な内容について報告します。
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１ 協定締結後の動きについて
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２ 合意に至った主な事項

１ 調理等委託料の負担割合について

調理等委託料の負担割合については、それぞれの業務の性質に応じた
負担割合とする。

■人件費 ・責任者を含む正社員分については富里市50％、酒々井町50％
・契約社員及びパートタイム労働者については食数按分

■配送車 配送車に係るリース料、燃料費、保険代
配送車台数按分 富里市４台、酒々井町２台

■配膳業務 配膳員人数按分 富里市１２人（各校１名、富里小のみ２名）
酒々井町６人（各校２名）

※食数按分の食数は、毎年５月１日時点の食数とする。
【参考】令和７年度予算では、富里市：3,550食、酒々井町：1,250食で

積算。
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≪参考≫
令和６年度給食実施回数 令和７年度給食実施回数

富里市 １９０回 富里市 １９０回
酒々井町 １９３回 酒々井町 １９４回

※4月～7月で4回の違い。

２ 給食実施回数について

年間給食実施回数は１９３回程度を基本とするが、年度ごとのカレンダー
や学校日程により回数は前後するものとする。
また、給食実施予定については、前年度の２月中までに決定するもの

とする。
なお、給食実施回数を両市町で統一するのは、令和７年９月からとする。
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３ 栄養士の配置について

現在、千葉県職員の栄養士が富里市２名、酒々井町１名配属されている
が、共同利用開始後は千葉県の配置基準によると県職員の栄養士は２名と
なることから、以下の２点について、両市町から千葉県教育委員会へ激変
緩和措置としての要望を行った。

①令和７年９月の共同利用開始に伴い、現在酒々井町に配属されている県
職員の栄養士１名は富里市学校給食センターに配属となり、県職員の栄
養士が３名となること。

②令和８年度以降も県職員の栄養士３名体制が維持されること。
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【参考】千葉県公立小中義務教育学校定員配置基準

「７ 栄養教諭及び学校栄養職員」

（1）単独調理場への配置
 各委員会内の単独調理場における給食児童生徒数の合計を、950人で

 除した数（端数切り上げ）の配置を原則とする。

（2）共同調理場への配置
ア 給食児童生徒数が1,500人以下の共同調理場・・・１名
イ 給食児童生徒数が1,501人以上の共同調理場・・・２名
ウ 給食児童生徒数が6,001人以上の共同調理場・・・３名

（3）食に関する指導の充実のために、栄養教諭を配置する。
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４ 給食費について

共同利用開始時は、両市町ともに給食費の金額は変更せず、現行の給食
費のままでスタートすることとなった。
今後は、両市町の学校給食費の統一化について、更に協議を継続する。

富里市 酒々井町

小学校 4,490円 4,500円

中学校
5,350円

（R6.４月から無償化）
5,200円

≪参考≫
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５ 学校給食センター運営委員会について

〇現在、富里市の学校給食センター運営委員会は委員５名で構成されている
が、共同利用開始後は、酒々井町選出の委員が３名程度加わり、合計８名
以上となる予定である。
（酒々井町選出委員想定：学校長１名、保護者代表１名、学識経験者等１名）

〇酒々井町の学校給食センター運営委員は、令和７年度の８月末まで任期を
区切って任用することを想定している。

〇会議の開催回数は年２回程度を基本とする。

≪参考≫

委員数 委員構成 任期
現在の委員の
任期

会議回数

富里市
６名
以内

市立学校の長1名、市立学校の児童又は生徒の
保護者1名、市立幼稚園長1名、市学校医、学
校歯科医又は市学校薬剤師1名、市長部局の職
員1名、教育委員会が必要と認める者１名

２年 令和8年3月31日 ２回

酒々井町 ９名
町立小中学校長3名、町立小中学校PTA会長3
名、町立小中学校医1名、町議会議員1名、学
識経験者1名

２年 令和7年3月31日 ２回
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６ 食育授業や啓発物の配布等について

〇両市町とも同じ内容の食育授業ができるよう、協議を継続する。

〇現在も両市町同じような啓発物（給食だより等）を作成・配布しているこ
とから、内容の統一について調整を継続する。

〇残菜の減少に向け、児童・生徒の意識改善につながるような食育の取組を
実施する。

７ 異物混入・食中毒対応について

〇給食センターは引き続き、衛生管理の徹底を図る。

〇異物混入・食中毒が発生した場合は、原因究明、事後処理等、両市町で連
携して対応する。

〇連絡体制など緊急時の対応について整理するため、両市町共通の「学校給
食危機管理マニュアル」を作成する（⇒会議事項６）。
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８ 酒々井産食材の使用について

〇酒々井産の野菜の使用については、納入事業者と協議を実施し、令和７年
９月以降の納入について合意（最初は月２回程度）。

〇酒々井町では、共同利用開始後も精米の炊飯委託を継続するが、炊き込み
ご飯などについては富里の給食センターから提供する。その際に使用する
精米については、３～４回に１回程度酒々井産の米を使用する。

〇その他として、酒々井産の手作り味噌を月１、２回程度使用する。

９ 修繕について

〇富里市は、共同利用開始までに、施設・設備の不具合箇所について点検・
修繕を行う。

〇令和７年９月の共同利用開始以降に発生した施設・設備の破損・故障箇所
に係る修繕費については、食数按分を基本とした負担割合とする。

〇今後、給食センターの大規模な修繕が必要となった際には、負担割合につ
いて別途協議する。
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１０ 残菜処理について

〇残菜については、現在両市町とも一般廃棄物として処理している。

〇共同利用開始後は、富里市の給食センターで脱水処理後、それぞれの市町
の委託事業者が回収する方向で検討を進めていたが、残菜の最終的な排出
者について疑義が生じたことから、富里市環境課を経由して千葉県へ照会
を行った。

〇千葉県からは、「酒々井町内の学校に提供した給食から発生した残菜は、
富里市学校給食センターによる学校給食業務から発生する廃棄物と判断さ
れるため、富里市内に提供した給食と同様に、富里市学校給食センターが
排出者となる。」との見解が示されたことから、富里市が両市町の給食残
菜を一括して処理することとなった。

〇残菜の処理方法については、ごみの削減や近隣において残菜のリサイクル
を実施している市町が増えていることもあり、食品リサイクルの推進を考
慮する必要があることから、令和７年度当初予算に給食残菜のリサイクル
関連予算を盛り込んだ。

〇残菜の処理費用については、食数按分による負担割合とする。
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１１ 配送計画について

〇富里市の学校給食センターでは、現在４台の配送車を使用しているが、
酒々井町への配送用として２台を増やし、計６台とする。

〇酒々井町への主な配送ルートは、国道２９６号を使用する。

１３ 今後の予定について

〇給食費の改定や詳細部分の擦り合わせなど、現在酒々井町と継続協議中
の事項については、スピード感をもって進めるとともに、令和７年９月
の共同利用開始に向け、円滑なスタートとなるよう準備作業を進めるこ
ととする。

１２ 備品購入について

〇共同利用に際して必要な設備や備品の調達については、令和７年１月に
入札を実施し、契約金額が高額なため、令和７年３月議会の議決を経て、
３月１８日付で契約に至った。納品・設置は夏季休業期間中に実施予定。
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